
目

次

告

示

△

救
急
病
院
等
の
認
定(

二
件)

(

医
療
対
策
室)

…
…
…
一

△

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
及
び
業
務
従
事
者
の
講
習
の
指
定
(

生
活
衛
生
室)

…
…
…
二

△

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
施
術
者
の
指
定

(

社
会
援
護
室)

…
…
…
二

△

農
業
振
興
地
域
の
指
定
の
変
更(

五
件)

(

農
業
経
営
室)

…
…
…
二

△

解
除
予
定
保
安
林

(

治

山

室)

…
…
…
三

△

道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
河
川
管
理
室)

…
…
…
三

△

境
界
地
の
道
路
の
管
理
に
関
す
る
協
定

(

〃

)

…
…
…
四

公

告

△

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

文
化
・
県
民
協
働
室)

…
…
…
四

△

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

(
建
築
指
導
室)

…
…
…
四

△

土
地
改
良
事
業
施
行
認
可
申
請
の
適
否
決
定(

土
地
改
良
区)

(

備
北
地
域
事
務
所)

…
…
…
五

教
育
委
員
会
教
育
長
告
示

△

広
島
県
立
美
術
館
条
例
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
入
館
料
の
徴

収
事
務
の
委
託

五

公
安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

五

正

誤

△

平
成
十
八
年
五
月
十
八
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
三
十
六
号

中
目
次
の
訂
正

(

文
書
法
制
室)

…
…
…
六

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
五
百
七
十
七
号

次
の
病
院
の
開
設
者
か
ら
、
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条

の
規
定
に
よ
る
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
の
で
、
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
五
百
七
十
八
号

次
の
診
療
所
の
開
設
者
か
ら
、
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一

条
の
規
定
に
よ
る
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
の
で
、
救
急
診
療
所
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

平成18年 5月29日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 3 5号

1

医
療
法
人
里
仁
会
興
生

総
合
病
院

医
療
法
人
社
団
も
み
の

木
会
大
朝
ふ
る
さ
と
病

院 千
代
田
中
央
病
院

藤
井
病
院

名

称

三
原
市
皆
実
三
丁
目
三－

二
八

山
県
郡
北
広
島
町
新
庄
町
二
一
四
七－

一

山
県
郡
北
広
島
町
有
田
一
一
九
二

広
島
市
中
区
舟
入
本
町
一
四－

六

所

在

地

平
成
二
一
年
五
月
二
八
日

平
成
二
一
年
五
月
二
八
日

平
成
二
一
年
五
月
二
八
日

平
成
二
一
年
五
月
二
八
日

効
力
を
有
す
る
期
限

更

新

更

新

更

新

更

新

備

考

大
倉
医
院

医
療
法
人
社
団�
久
会

松
永
脳
外
科
整
形
外
科

ク
リ
ニ
ッ
ク

児
玉
医
院

新
谷
整
形
外
科
医
院

名

称

三
次
市
南
畑
敷
町
二
二
七－

一

福
山
市
宮
前
町
二
丁
目
六－

二
〇

安
芸
高
田
市
八
千
代
町
勝
田
一
三
七
八－

一 広
島
市
安
佐
北
区
落
合
南
七
丁
目
四－

二

二
所

在

地

平
成
二
一
年
五
月
二
八
日

平
成
二
一
年
五
月
二
八
日

平
成
二
一
年
五
月
二
八
日

平
成
二
一
年
五
月
二
八
日

効
力
を
有
す
る
期
限

更

新

更

新

新

規

更

新

備

考
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広
島
県
告
示
第
五
百
七
十
九
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号)

第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
師
の
研
修
及
び
同
法
第
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
業
務
従
事
者
の
講
習
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定

し
た
。平

成
十
八
年
五
月
二
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

主
催
者

東
京
都
港
区
新
橋
六
丁
目
八
番
二
号

財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

二

第
一
型
研
修
の
期
日
及
び
会
場

三

第
一
型
研
修
の
科
目
及
び
時
間
数

四

第
二
型
講
習
の
受
付
期
間
等

１

受
付
期
間

(一)

受
付
開
始
年
月
日

平
成
一
八
年
一
〇
月

一
日

(二)

受
付
締
切
年
月
日

平
成
一
八
年
一
一
月
三
〇
日

(三)

レ
ポ
ー
ト
提
出
締
切
年
月
日

平
成
一
九
年

一
月
三
一
日

２

受
講
対
象
者

へ
き
地
、
離
島
に
居
住
す
る
者
、
身
体
障
害
者
、
そ
の
他
知
事
が
適
当
と
認
め
る
者

３

科
目
及
び
レ
ポ
ー
ト
課
題

(一)

衛
生
法
規
及
び
公
衆
衛
生

(二)

洗
た
く
物
の
受
取
、
保
管
及
び
引
渡
し

(三)

洗
た
く
物
の
処
理

(四)

繊
維
及
び
繊
維
製
品

五

受
講
料

１

研
修
講
習
料

五
千
円

２

講
習
受
講
料

四
千
五
百
円

広
島
県
告
示
第
五
百
八
十
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
同
法
に
よ
る
医

療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
す
る
者
と
し
て
、
次
の
も
の
を
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
五
百
八
十
一
号

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
っ
て
、
次
の
地
域
を
農
業
振
興
地
域
に
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
農
林
水
産
部
農
水
産
振
興
局
農
業
経
営
室
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
農

林
局
に
備
え
置
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

神
石
高
原
農
業
振
興
地
域
の
範
囲
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平成18年 5月29日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 3 5号

2

平
成
一
八
年
一
二
月
一
七
日

平
成
一
八
年
一
二
月
一
〇
日

期

日

福
山
市
東
桜
町
一
番
二
一
号

広
島
県
民
文
化
セ
ン
タ
ー
ふ
く
や
ま

広
島
市
中
区
河
原
町
一
番
二
六
号

広
島
県
環
衛
ビ
ル

会

場

レ

ポ

ー

ト

繊
維
及
び
繊
維
製
品

洗
た
く
物
の
処
理

洗
た
く
物
の
受
取
、
保
管
及
び
引
渡
し

衛
生
法
規
及
び
公
衆
衛
生

科

目

有
一
時
間

一
時
間

一
時
間

一
時
間

時

間

数

細
田

裕
太
郎

細
田

裕
太
郎

高
橋

愛
一
郎

氏

名

安
芸
郡
府
中
町
浜

田
一
丁
目
二
―
一

五 安
芸
郡
府
中
町
浜

田
一
丁
目
二
―
一

五 廿
日
市
市
宮
内
四

―
九
―
八

住

所

細
田
は
り
き
ゅ

う
治
療
院

細
田
は
り
き
ゅ

う
治
療
院

た
か
は
し
接
骨

院 名

称

施

術

所

安
芸
郡
府
中
町
浜

田
一
丁
目
二
―
一

五 安
芸
郡
府
中
町
浜

田
一
丁
目
二
―
一

五 廿
日
市
市
宮
内
四

―
九
―
八

所

在

地

鍼
灸

按
摩
・
マ

ッ
サ
ー
ジ

柔
道
整
復

業
務
の

種

類

平
成

一
八
・

四
・

六

平
成

一
八
・

四
・

六

平
成

一
八
・

四
・
一
〇

指
定
年
月
日

(定期)



広
島
県
告
示
第
五
百
八
十
二
号

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

(
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
っ
て
、
昭
和
四
十
五
年
広
島
県
告
示
第
九
百
八
十
四
号

(

農
業
振
興
地
域
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
農
林
水
産
部
農
水
産
振
興
局
農
業
経
営
室
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
農

林
局
に
備
え
置
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

油
木
農
業
振
興
地
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

広
島
県
告
示
第
五
百
八
十
三
号

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号)
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
っ
て
、
昭
和
四
十
五
年
広
島
県
告
示
第
九
百
八
十
四
号

(

農
業
振
興
地
域
の
指
定)
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
農
林
水
産
部
農
水
産
振
興
局
農
業
経
営
室
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
農

林
局
に
備
え
置
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

神
石
農
業
振
興
地
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

広
島
県
告
示
第
五
百
八
十
四
号

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
っ
て
、
昭
和
四
十
六
年
広
島
県
告
示
第
千
百
五
号

(

農
業
振
興
地
域
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変

更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
農
林
水
産
部
農
水
産
振
興
局
農
業
経
営
室
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
農

林
局
に
備
え
置
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

豊
松
農
業
振
興
地
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

広
島
県
告
示
第
五
百
八
十
五
号

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
っ
て
、
昭
和
四
十
八
年
広
島
県
告
示
第
二
百
十
九
号

(

農
業
振
興
地
域
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
農
林
水
産
部
農
水
産
振
興
局
農
業
経
営
室
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
農

林
局
に
備
え
置
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

三
和
農
業
振
興
地
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

広
島
県
告
示
第
五
百
八
十
六
号

次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
に
し
た
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

呉
市
焼
山
町
字
此
原
七
二
〇
の
二
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

広
島
県
告
示
第
五
百
八
十
七
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
道
路
の
供
用

を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
建
設

局
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
六
月
十
二
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

平成18年 5月29日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 3 5号
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神
石
高
原

神
石
郡
神
石
高
原
町
の
う
ち
、
別
図
で
紫
色
に
着
色
し
た
部
分(

平
成
十
一
年
農
林
水
産
省
訓
令
第
二

号
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
国
有
林
の
林
班
番
号
七
一
八
、
七
一
九
、
七
三
三
、
七
三
五
、
七
四
四
、
七

四
五
、
七
四
七
、
七
四
八
か
ら
七
五
○

[

た
だ
し
、
七
四
八
の
い
、
ろ
を
除
く]

、
七
五
四
、
七
五
六

[

た
だ
し
、
七
五
六
の
い
を
除
く]

、
七
五
七
、
七
六
三
、
七
七
六[

た
だ
し
、
七
七
六
の
い
を
除
く]

、

七
七
七
、
七
八
○
、
七
八
二
か
ら
七
八
八
ま
で
、
七
九
二
か
ら
七
九
七
ま
で
、
七
九
九
か
ら
八
一
六

[
た
だ
し
、
八
一
○
の
い
、
ろ
の
一
部
、
ね
を
除
く]

及
び
八
二
一
か
ら
八
二
三
の
区
域)

及
び
赤
色

に
着
色
し
た
部
分(

平
成
十
七
年
広
島
県
告
示
第
千
三
百
四
十
七
号
高
梁
川
上
流
地
域
森
林
計
画
に
定

め
ら
れ
た
民
有
林
の
林
班
番
号
八
七
、
八
九
、
九
五
及
び
一
三
二
の
区
域)

及
び
桃
色
に
着
色
し
た
部

分(
比
婆
道
後
帝
釈
国
定
公
園
の
第
一
種
及
び
第
二
種
特
別
地
域
の
区
域)

及
び
水
色
に
着
色
し
た
部

分(
平
成
七
年
三
月
二
十
八
日
に
油
木
町
が
森
林
公
園
用
地
と
し
て
売
渡
し
を
受
け
た
国
有
林
の
土
地

の
区
域)
に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
を
除
い
た
区
域(

別
図
略)

。

(定期)



広
島
県
告
示
第
五
百
八
十
八
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
、
次
の
と
お
り

成
立
し
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
、
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
建
設
局

及
び
島
根
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
六
月
十
二
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

一
般
国
道
三
七
五
号

二

区
間

(

ト
ン
ネ
ル
名)

両
国
ト
ン
ネ
ル

広
島
県
三
次
市
作
木
町
伊
賀
和
志
か
ら

島
根
県
邑
智
郡
美
郷
町
上
野
ま
で

三

他
の
道
路
管
理
者

島
根
県

四

協
定
の
主
な
内
容

１

管
理
区
分

２

管
理
期
間
及
び
権
限

３

管
理
費
用
の
負
担

４

管
理
に
関
す
る
協
議

５

疑
義
の
解
決

公公公

告告告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
開
発
行
為
に
関

す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
九
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

安
芸
郡
海
田
町
三
迫
一
丁
目
一
一
二
八
番
一
の
一
部
、
一
一
二
八
番
二
の
一
部
、
一
一
三
〇
番
一
の
一

部
、
一
一
三
〇
番
二
、
一
一
三
〇
番
四
、
一
一
三
〇
番
五
、
一
一
三
〇
番
九
、
一
一
三
〇
番
一
〇
、
同
郡

同
町
浜
角
二
〇
〇
四
番
一
、
二
〇
〇
四
番
三
の
一
部
、
二
〇
〇
四
番
六
、
二
〇
〇
七
番
五
、
二
〇
一
一
番
、
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一
般
国
道
三
七

五
号 路

線

名

三
次
市
作
木
町
大
津
字
井
手
平
二
五
六
番
一
地
先
か
ら

三
次
市
作
木
町
大
津
字
井
手
平
九
〇
番
一
地
先
ま
で

三
次
市
作
木
町
大
津
字
井
手
平
二
一
八
番
一
四
地
先
か
ら

三
次
市
作
木
町
伊
賀
和
志
字
空
山
三
四
一
番
一
地
先
島
根
県
境
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
一
八
年
五
月
三

〇
日 供

用
開
始
の
期
日

特
定
非
営
利
活

動
法
人
地
域
の

絆 特
定
非
営
利
活

動
法
人
ｅ
＆
ｇ

研
究
所

特
定
非
営
利
活

動
法
人
の
名
称

中
島

康
晴

村
田

民
雄

代
表
者
氏
名

広
島
県
福
山
市

木
之
庄
町
四
丁

目
五
番
二
五
号

広
島
県
福
山
市

霞
町
四
丁
目
一

番
二
五
号

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

こ
の
法
人
は
、
基
本
的
人
権

の
尊
重
・
平
和
主
義
・
地
域

主
義
の
理
念
に
の
っ
と
り
、

地
域
住
民
に
対
し
て
、
福
祉

サ
ー
ビ
ス
や
地
域
活
動
の
支

援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

地
域
福
祉
・
地
域
再
生
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

こ
の
法
人
は
、
地
球
規
模
で

進
む
環
境
破
壊
や
人
の
国
際

化
に
対
応
す
る
た
め
、
環
境

お
よ
び
国
際
理
解
を
対
象
に

調
査
・
研
究
を
進
め
、
地
域

発
展
の
た
め
具
体
的
に
提
言

を
行
っ
て
い
く
と
と
も
に
、

国
際
交
流
な
ど
の
促
進
に
努

め
、
も
っ
て
地
域
の
活
性
化

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

・
特
定
非
営

利
活
動
の
種

類
の
追
加

・
特
定
非
営

利
活
動
に
係

る
事
業
の
追

加・
事
業
報
告

書
等
の
決
算

書
類
の
作
成

者
の
変
更

・
目
的
の
変

更・
特
定
非
営

利
活
動
の
種

類
の
追
加

・
特
定
非
営

利
活
動
に
関

わ
る
事
業
及

び
そ
の
他
の

事
業
の
追
加

・
副
代
表
数

の
変
更
並
び

に
顧
問
の
職

務
及
び
顧
問

の
必
要
事
項

の
制
定
方
法

の
追
加

・
残
余
財
産

の
帰
属
先
の

変
更

定
款
変
更
の

内
容

平
成
一
八
年
五

月
一
八
日

平
成
一
八
年
五

月
一
八
日

申
請
の
あ
っ
た

年
月
日

(定期)



二
〇
一
二
番
の
一
部
、
二
〇
一
三
番
の
一
部
、
二
〇
一
四
番
、
二
〇
一
五
番
の
一
部

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

広
島
市
西
区
横
川
町
三
丁
目
八
番
六
号

株
式
会
社
信
和
不
動
産

代
表
取
締
役

和
田

正
男

広
島
市
中
区
国
泰
寺
町
二
丁
目
四
番
七
号

株
式
会
社
ト
ー
タ
テ

代
表
取
締
役

川
西

祐
二

次
の
土
地
改
良
事
業
施
行
認
可
申
請
に
つ
い
て
は
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
適
当
と
決
定
し
た
の
で
こ

の
決
定
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
定
款
の
写
し
を
次
に
よ
り
平
成
十
八
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平

成
十
八
年
六
月
十
九
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以

内
に
、
備
北
地
域
事
務
所
長
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
不
服

が
あ
る
者
は
、
広
島
県
を
被
告
と
し
て
、
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月

以
内
に
、
異
議
の
申
出
に
対
す
る
決
定
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
九
日

広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長

堂

本

雅

彦

事

業

主

体

地
区
名

事

業

名

縦
覧
場
所

庄
原
市
土
地
改
良
区

尼
ヶ
淵

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
事
業

庄
原
市
役
所

庄
原
市
土
地
改
良
区

西

迫

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
事
業

庄
原
市
役
所

庄
原
市
土
地
改
良
区

恵
木
谷

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
事
業

庄
原
市
役
所

庄
原
市
土
地
改
良
区

明

賀

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
事
業

庄
原
市
役
所

庄
原
市
土
地
改
良
区

五

反

農
業
用
道
路
整
備
事
業

庄
原
市
役
所

庄
原
市
土
地
改
良
区

下

谷

農
業
用
道
路
整
備
事
業

庄
原
市
役
所

庄
原
市
土
地
改
良
区

野

谷

農
業
用
道
路
整
備
事
業

庄
原
市
役
所

庄
原
市
土
地
改
良
区

天
神
風
呂

た
め
池
等
整
備
事
業

庄
原
市
役
所

庄
原
市
土
地
改
良
区

や
さ
き

た
め
池
等
整
備
事
業

庄
原
市
役
所

庄
原
市
土
地
改
良
区

西

迫

た
め
池
等
整
備
事
業

庄
原
市
役
所

教教教
育育育
委委委
員員員
会会会
教教教
育育育
長長長
告告告
示示示

広
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
告
示
第
十
一
号

地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
使

用
料
の
徴
収
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

平
成
十
八
年
五
月
二
十
九
日

広
島
県
教
育
委
員
会

教
育
長

関

靖

直

一

委
託
事
務

広
島
県
立
美
術
館
条
例

(

昭
和
四
十
三
年
広
島
県
条
例
第
二
十
号)

第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
入
館

料
の
徴
収
事
務

(

広
島
県
立
美
術
館
が
開
催
す
る
特
別
の
展
示
の
前
売
特
別
鑑
賞
券
販
売
に
よ
る
も
の
に

限
る
。)

二

委
託
を
受
け
た
者

１

名
称

株
式
会
社
ラ
ン
チ
セ
ン
タ
ー

２

住
所

広
島
市
西
区
小
河
内
町
二
丁
目
三
番
一
号

三

委
託
し
た
年
月
日

(

委
託
期
間)

平
成
十
八
年
五
月
一
日

(

平
成
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で)

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

40号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成

18年
５
月

29日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫
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古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

正正正

誤誤誤

平
成
十
八
年
五
月
十
八
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
三
十
六
号
に
登
載
の
目
次
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

訂
正
す
る
。

総
務
部
総
務
管
理
局
文
書
法
制
室
長

平成18年 5月29日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 3 5号
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6P
0234

6P
0255

6P
0281

6P
0237

6P
0268

6P
0241

6P
0235

6P
0230

6P
0209

検
定

番
号

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

告
示
の
日

(平
成

18年
５
月

29
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機 遊
技
機
の

種
類

Ｃ
Ｒ
マ
ジ

ン
ガ

ーＺ
対
グ
レ

ー

ト
マ
ジ
ン

ガ

ーＷ

Ｃ
Ｒ
マ
ジ

ン
ガ

ーＺ
対
グ
レ

ー

ト
マ
ジ
ン

ガ

ーＸ

Ｃ
Ｒ
子
連

れ
狼
Ｂ
Ｍ

Ｃ
Ｒ
新
影

の
軍
団
Ｓ

Ｃ
Ｆ

68

Ｃ
Ｒ
新
影

の
軍
団
Ｓ

Ｃ
Ｆ

60

ひ
ら
け
！

ペ
ン
ギ
ン

ア
イ
ラ
ン

ド Ｃ
Ｒ
ド
ン

ガ
ガ
に
眠

る
秘
宝
Ａ

Ｊ Ｃ
Ｒ
ド
ン

ガ
ガ
に
眠

る
秘
宝
Ａ

Ｋ
２

Ｃ
Ｒ
ド
ン

ガ
ガ
に
眠

る
秘
宝
Ｆ

Ｓ 型
式
名

同
上

奥
村
遊
機
株
式
会
社

代
表
取
締
役
奥
村
昌
美

(愛
知
県
名
古
屋
市
昭
和
区

鶴
舞
二
丁
目
２
番

18号
)

株
式
会
社
高
尾

代
表
取
締
役
内
ヶ
島
敏
博

(愛
知
県
名
古
屋
市
中
川
区

太
平
通
一
丁
目
３
番
地
)

同
上

株
式
会
社
ニ
ュ

ーギ
ン

代
表
取
締
役
新
井
悠
司

(愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区

烏
森
町
三
丁
目

56番
地
)

株
式
会
社
平
和

代
表
取
締
役
石
橋
保
彦

(群
馬
県
桐
生
市
広
沢
町
二

丁
目

3014番
地
の
８
)

同
上

同
上

豊
丸
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
長
野
裕
豊

(愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区

長
戸
井
町
三
丁
目

12番
地
)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

左
同

左
同

左
同

左
同

左
同

左
同

左
同

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

一
ペ
ー
ジ

上 段

後
ろ
か
ら
六

行

備
北
地
域
事
務
所

誤

芸
北
地
域
事
務
所

正

(定期)


